
 

 

 

 

 

 

  永平寺町廃棄物施設整備事業補助金要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、廃棄物施設の整備促進を図ることを目的として、区が設置する

廃棄物施設に要する経費に対する補助金の交付に関し、永平寺町補助金等交付規則

（平成18年永平寺町規則第38号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 （補助の対象） 

第２条 廃棄物施設の構造は、鉄柵づくりなど町長が認めたものとする。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額については、つぎのとおりとする。 

（１）新設については１施設に要する経費の全額を補助するものとし、 

１０万円を限度とする。 

（２）修繕、補修については1地区に要する経費の全額を補助するものとし、 

３万円を限度とする。 

（３）資源･有害ごみ、不燃ごみ収集場所に係る構造物設置については1施設に 

要する経費の２分の１の額を補助するものとし、２０万円を限度とする。 

（４）資源･有害ごみ、不燃ごみ収集場所に係る仮設構造物設置については、 

ステーション1箇所に要する経費の２分の１の額を補助するものとし、 

５万円を限度とする。 

２ 新設において単年度内に各区に補助できる施設数は、別表１に定める。 

３ 修繕、補修において補助できる施設の維持に必要な部材の取替、現行施設の機能

維持のための付帯設備の追加については、区民で作業を行う場合その作業に必要な

材料分のみとする。補助できる修繕、補修作業については、別表２に定める。 

４ 資源･有害ごみ、不燃ごみ収集場所に係る構造物設置において補助できる作業 

については、別表３に定める。 

５ 資源･有害ごみ、不燃ごみ収集場所に係る仮設構造物設置において補助できる作業 

については、別表４に定める。 

６ 第1項第1号および第3号、第4号の施設に係る第2号の修繕、補修の補助を受けた施

設で、再び第2号の補助を受けたいときは、原則前回の申請から２年経過後に申請で

きるものとする。 

 （交付申請） 

第４条 補助金を受けようとするものは、廃棄物施設整備事業補助金交付申請書（様

式第１号）を町長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定及び額の確定通知） 

第５条 補助金交付申請書が受理された場合、審査し適正であれば交付決定通知（様

式第２号）するものとする。 

第６条 補助金の交付請求は、廃棄物施設整備事業補助金交付請求書（様式第３号）

によるものとする。 



 

 

 

 

 

 

   附 則 

この要綱は、平成１８年２月１３日から施行する。 

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

 

別表領収書中「永平寺町助役」を「永平寺町会計管理者」に改める。 

（平成１９年４月１日より改正予定）別表１（第３条関係） 

 



 

 

 

 

 

 

別表１ 

 

別表２ 

 

別表３ 

 

 

区内ごみステーション数 補助対象施設数 

１～４ヶ所 １基 

５～９ヶ所 ２基 

10ヶ所以上 ３基 

修繕･補修 対象作業 

施設の維持に必要な部材の取替に関するも

の 

外部パネル、金網、扉、屋根、床、柱

等の材料 

材料の加工費 

（加工機械の購入は対象外） 

扉の蝶番等、取り付けのための 

釘、ビス、ボルト等の部品・部材 

さび止め等の塗装材料 

現行施設の機能を維持させるための付帯設

備の追加 
屋根、外部パネル、金網等 

資源･有害、不燃ごみ回収場所 

への構造物設置 
対象作業 

構造物の設置に必要な部材等に関するもの 

外部パネル、金網、扉、屋根、床、柱

等の材料 

材料の加工費 

（加工機械の購入は対象外） 

扉の蝶番等、取り付けのための 

釘、ビス、ボルト等の部品・部材 

さび止め等の塗装材料 



 

 

 

 

 

 

別表４ 

 

資源･有害、不燃ごみ回収場所 

への仮設構造物設置 
対象作業 

仮設構造物の設置に必要な部材等に関する

もの 

テント、天幕等の材料 

材料の加工費 

（加工機械の購入は対象外） 

さび止め等の塗装材料 



 

 

 

 

 

 

様式第1号(第4条関係) 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

  永平寺町長  河合 永充  様 

 

 

 

申請者 永平寺町        区長 

 

氏 名            

                      連絡先            

 

 

永平寺町廃棄物施設整備事業補助金交付申請書 

 

 

 

令和  年  月  日に廃棄物施設を（ 新設 修繕･補修 構造物設置 ）しまし

たので、永平寺町補助金等交付規則により、補助金を交付されるよう申請します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 補助金申請額                円 

 

２ 設 置 場 所  永平寺町                  

 

３ 新設、修繕･補修、構造物（常設・仮設）設置数 

                基、箇所 

 

４ 添 付 書 類  ・購入領収書(原本) 

・写真(設置前、設置後) 

・位置図(住宅地図等に位置記載) 



 

 

 

 

 

 

様式第2号(第5条関係) 

 

 

 永平寺町指令第１１４号 

 

 

申請者  永平寺町      区長 

氏 名            様 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった永平寺町廃棄物施設整備事業補助金の

交付については、永平寺町補助金等交付規則に基づき下記のとおり交付決定するので

通知します。 

 

 

      令和  年  月  日 

 

 

永平寺町長 河合 永充   

 

 

 

記 

 

 

 

補助金の額  一金           円 



 

 

 

 

 

 

様式第3号(第6条関係) 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

  永平寺町長 河 合 永 充  様 

 

 

 

請求者 永平寺町        区長 

 

氏 名            

 

 

 

永平寺町廃棄物施設整備事業補助金請求書 

 

 

 

 永平寺町廃棄物施設整備事業補助金を次のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

一 金           円也 
 

 

 

振込先 金融機関名                  

口 座 種 類 普通・当座・その他(      ) 

口 座 番 号                  

フ リ ガ ナ                  

 

口座名義人                  



 

 

 

 

 

 

領 収 書 

 

 

 

一 金          円也 

 

 

 

 ただし、廃棄物施設整備事業補助金として 

 

 

 

上記金額を領収しました。 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

  永平寺町会計管理者  殿 

 

 

永平寺町        区長 

 

氏 名            


